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人権啓発課

「人権三法」とは…
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日本国憲法

平等権、自由権
社会権、請求権
参政権

法
①障害者差別
解消法 2016.4

②ヘイトスピーチ
解消法 2016.6

③部落差別解消
推進法2016.12
ハラスメント
防止法 2020.6

新型インフルエンザ等対策
特別措置法改正 2021.2
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2022.4

改正施行

202４.４

改正施行



ス タ ー ト し ま し た

(前略)全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられること
なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の
実現に資することを目的とする。

共に生きる社会(共生社会)をつくる
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（目的）

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八
十四号）の基本的な理念にのっとり、 全ての障害者が、障害者
でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳
が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を
有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関
する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理
由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障
害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障
害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を
尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とす
る。

障害者差別解消法 №4



（目的）

第一条

①「全ての障害者」と「障害者でない者」は

等しい、分け隔てをしないこと
②「障害を理由とする差別の解消」の言葉は、
この条文に３回繰り返されていること

③全ての国民が、障害の有無によって分け隔てら
れることなく、相互に人格と個性を尊重し合い

ながら共生する社会の実現に資することを
目的としていること

障害者差別解消法 №5
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②不当な差別的取扱の禁止

③共生社会の実現
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ス タ ー ト し ま し た事業者の合理的な配慮提供の義務化

国と地方公共団体の連携協力の責務追加

２０２１年５月一部改正、6月4日公布

障がいを理由とする差別解消のための支援措置強化
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２０１６年6月3日施行
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（目的）

第一条 この法律は、本邦外出身者に対す
る不当な差別的言動の解消が喫緊の課題
であることに鑑み、その解消に向けた取組
について、基本理念を定め、及び国等の責
務を明らかにするとともに、基本的施策を
定め、これを推進することを目的とする。

ヘイトスピーチ解消法
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
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（目的）
第一条

①本邦外出身者に対する不当な差別的言動
の解消が喫緊の課題であることの明確化

②本邦外出身者に対する不当な差別的言動
の解消に向けた取組の推進を目的としてい
ること(基本理念と国等の責務の明確化)
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ヘイトスピーチ解消法
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律



２０１６年6月施行から６年が経過しました
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これでもかと掲示しました
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（目的）

第一条 この法律は、現在もなお部落差別が存在するととも
に、情報化の進展に伴って、部落差別に関する状況の変化
が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有
を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許さ
れないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要
な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念
を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにする
とともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落
差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現する
ことを目的とする。

部落差別解消推進法 №14



（目的）

第一条

①現在もなお部落差別が存在すること
②情報化の進展に伴って、部落差別に関す
る状況の変化が生じていること
③部落差別は許されないものであるとの認
識の下にこれを解消することが重要な課題
であること

部落差別解消推進法 №15



（目的）

第一条

④部落差別の解消に関し、基本理念を定め、
並びに国及び地方公共団体の責務を明確
にしたこと
⑤(④と併せて)相談体制の充実等について
定めることにより、部落差別の解消を推進
⑥部落差別のない社会を実現することを目
的とすること

部落差別解消推進法 №16



2016年4月施行 （目的）第一条から

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
に資すること

①障害者差別解消法

2016年6月施行（目的）第一条から

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組を推進すること

②ヘイトスピーチ解消法

2016年12月施行 （目的）第一条から

部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実
現すること

③部落差別解消推進法
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障がいのある方と障がいのない方

外国人と日本人

部落出身の方と部落出身でない方

差別解消 自分らしく生きる
№18



19

№19人権三法を守り、お互いの人権を
大切にする松山市を目指しましょう

人権が大切にされること

は、しあわせと安心が
約束されます。

ご覧くださり、ありがとう
ございました
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